
お問い
合わせ インターモールド振興会

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15 （株）テレビ大阪エクスプロ内
TEL：06-6944-9911　E-mail : infoim2024@tvoe.co.jp
適格請求書発行事業者登録番号＜T6-1200-0110-4848＞

主な出展規程／申込方法

ポートメッセなごや〒455-0848
名古屋市港区金城ふ頭2-2

2024年
10:00  17:00

水 金6 26 28月 日 日

5．小間の転貸等の禁止

6．共同出展者の取り扱い

9．損害賠償

12.規程の遵守

10.展示会開催概要の変更または開催中止について

3．出展申込の取消（キャンセル）

4．小間位置の決定

1．出展料金等の請求と支払い、返金等について

2．出展申込みの受理、成立期日について

8．出展物の管理と免責

書面による取消・変更通知を受領した日
2024年1月1日～2024年2月29日

2024年3月1日～2024年3月15日

2024年3月16日～2024年4月15日

2024年4月16日以降

出展取消料
出展料金（税込）の  10％

出展料金（税込）の  50％

出展料金（税込）の  75％

出展料金（税込）の100％

主催者は、天災および本項に定めるその他の不可抗力により展示会の開催が著しく困難と
なった場合、開催概要の大幅な変更、会期・会場を変更、展示規模の縮小、または開催を中
止することがあります。主催者は、この決定および実行により被る出展者に生じた損害や費
用の増加、その他不利な事態に陥るなどに対する一切の責任を負わないものとします。
（1）会期変更の取り扱いについて

出展申込みは、変更された会期等についても有効とし、変更などを理由として出展を取
消すことはできません。

（2）出展料金の返金について
主催者が展示会開催を事前または会期中に中止した時は、既納出展料金から下記に定
める金額を返金します。その際、銀行振込手数料は出展者の負担とします。また、主催
者が会期変更（延期）を行った場合は、既納出展料金の返金は行わないものとします。
会期変更を行った際は、その変更した開催日程に応じた出展料金の返金規程を、主催
者および事務局が設定するものとします。

（3）不可抗力について
戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入
制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公
共団体の行為または規制など、主催者のコントロールの及ばないあらゆる原因をいいます。

出展者が事務局の定める手続きを行い、その出展申込書(申込みシステムの利用、出展申
込書の郵送、ファックス、eメールなど)を事務局が受領した時点で申込成立とします。ただ
し、出展内容が展示会趣旨にそぐわない場合や出展資格を有しないと事務局が判断した
場合は出展をお断りする場合があります。

(1)出展申込の取消または申込内容の変更は原則として認めませんが、やむなく出展の取
消もしくは申込内容の変更（出展小間数の一部キャンセルなど）を行う場合には、その
理由を明記した文書を事務局に提出し、承諾を得て下さい。

(2)やむなく出展の取消もしくは申込内容の変更を行う場合には、その時期に応じて下記の
出展取消料（角小間料金含む）をお支払い下さい。なお、下表は事務局が出展者からの
取消・変更通知書面を受領した日を基準とします。

(3)出展者が上記相当金額を支払っていないときは、取消通知後、直ちに支払うものとしま
す。出展者が既に支払った金額が上記相当金額を超過している場合は、超過分を事務
局より返金します。この場合、振込手数料は出展者の負担とします。

(4)事務局は、次に該当する場合、出展者に対し、何らの予告無しに出展を取消することが
でき、また、出展料金全額をお支払いいただきます。この場合、事務局は当該場所を適
切な方法で使用することができるものとします。

　 ①2024年3月31日（日）までに出展料金を完納しない場合
　 ②事前申告なしに搬入日の2024年6月25日12時までに小間の使用を開始しない場合
　 ③出展規程および関連規程に記載の事項に違反し、事務局の催告によっても改善が
　　 認められない場合

(1)小間の位置は、出展物の内容、申込順位、出展実績、会場全般の構成、実演の有無など
を考慮して事務局が行い、後日通知します（予定）。出展者は小間の割当について、苦
情や出展取消等を申し出ることはできません。

(2)主催者は、消防法令上または出展者の展示効果向上のために小間図面を変更し、それ
に伴い小間を再配置することができます。その際、出展者は小間位置変更に関する損
害賠償請求はできないものとします。

事務局が出展申込書の記載事項を確認の後、出展者に出展料金の請求書を送付します。出
展者は、請求書記載の期日までに出展料金全額を事務局指定の口座へ振込むものとします
（お支払いは銀行振込のみで、手形・小切手・直接現金でのお支払いは受け付けておりませ
ん）。なお、出展料金を含め本展示会に関する全ての支払い、返金についての振込手数料は
出展者が負担するものとします。

出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは出展者相
互において交換することはできません。

2社以上の会社が共同出展をする場合は、原則として1社が代表して申し込むものとし、出展
料金などの各請求をはじめとする事務局からの全ての連絡は、申込者の実務担当者へのみ通
知するものとします。なお、共同出展する社名の表記は、出展者名併記の場合のみとします。

(2)いかなる方法でも、近隣の小間の妨げとなる小間の造作はできないものとし、近隣小間
の出展者から苦情がでた場合、事務局が展示会運営上の立場から判断し、小間装飾な
どの変更が必要と判断した場合は、当該小間の出展者はその変更に同意するものとし
ます。この場合に発生する費用は、出展者の負担とします。

(3)事務局は展示会開催趣旨・目的などの観点から問題があると思われる出展物の展示や装飾に
関して規制または撤去する権限を有するものとします。この場合、事務局は出展者に対して輸
送・展示費用などの負担や出展料金などの返金について一切の責任を負わないものとします。

(4)出展者は開催期間中、各種規程を遵守しブース運営を行うこととします。また、全期間
においてブース運営責任者、またはそれに準ずる者が展示ブース、各種会場にて立ち
会わなければいけないこととします。原則、ブースを無人で運営することはできません。

(1)小間内の出展物および装飾物等が、後日事務局より通知される期日内に撤去・搬出さ
れない場合は、出展者の費用負担で、事務局により撤去・搬出できるものとします。

7．出展物および展示装飾・実演に関する規制と撤去・搬出

下記URLより企業IDを取得し、発行されたIDで出展者専用サイトへログインの上
展示会を選択し、申込へと進んでください。

日本AM協会　正会員・賛助会員

主催者は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど会場全般の管理・保全にあ
たりますが、出展物への天災、不可抗力、盗難、紛失などあらゆる原因により生じる出展物
への損失または損害についてその責任を負わないものとします。出展物、備品の管理は出
展者の責任の下、万全を期して行って下さい。

出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、その他の理由によ
り、展示会場設備または展示会建造物もしくは人身などに対して与えた一切の損害につい
て責任を負うものとします。出展者は保険へ加入するなど、十分な対策を講じて下さい。

出展者は本出展規程をはじめとする主催者が定める諸規程を遵守することに同意のうえ
出展申込みをするものとし、この点において将来いかなる時点においても一切の異議を申
し立てないこととします。出展者は主催者が定める全ての規程を本展および出展者の利益
保護のためのものと解釈し、その実行に協力するものとします。

11.日本国内への入国手続き
出展者が、本展示会への出展のため日本国内への入国手続きを必要とする場合、出展者は自
己の責任において日本国内への入国手続きを行うものとし、入国審査に関わる全ての手続き
ならびに経費に対しては、主催者は一切の責任を負わないものとします。また、何らかの理由に
よりわが国に入国できないために出展申込を取り消しする場合には、出展者は主催者に対し、
「３.出展申込の取消（キャンセル）」に定める規程によりキャンセル料を支払うものとします。

2024年2月29日まで 出展料金（税込）の全額返金
2024年3月1日～2024年3月31日 出展料金（税込）の65％返金
2024年4月1日～2024年4月30日 出展料金（税込）の50％返金
2024年5月1日～2024年5月31日 出展料金（税込）の35％返金
2024年6月1日～2024年6月22日 出展料金（税込）の25％返金
2024年6月23日以降 出展料金の返金は行いません。

中止による既納出展料金の返金割合

https://www.intermold.jp/new_exhibitor/?group_app=JSAM

名名古古屋屋名名古古屋屋

企業IDをすでに持っている企業→出展者専用サイトからお申込みください。
新規出展企業及び企業IDのない企業→出展者専用サイトより新規企業登
録し、発行されたＩＤでログインの上申し込みへ進んでください。

会員以外

https://www.intermold.jp/mypage/login/
一般社団法人　日本AM協会 出展者専用サイト

※ただし、満小間になり次第締切となります。申込締切日 2024年2月28日（水）
同時開催

ADDITIVE MANUFACTURING EXPO NAGOYA

主  催

主な出展規程

申込方法

https://www.intermold.jp



３D関連技術を活用したものづくりの普及促進を目指し、AM（アディティブマニュファクチャリング）の活用促進を後押し、

ものづくり分野でこれら技術とのビジネスマッチングを促進する専門展を開催します。

AM技術の活用により、付加価値の高い部品製造が可能となる、金属・樹脂３Dプリンティングや

AM技術に取り組む企業と同技術の進化について発信します。

また、自動車産業集積地、東海エリアでの開催を軸とし、ＡＭ技術の自動車産業への浸透の礎となるべく、

デジタルマニュファクチャリング、リードタイム短縮、軽量化、素材の多様化などの提案が可能な

AM技術に携わる出展者を広く募ります。

AI、ビッグデータ、IoT、ロボット化といった第４次産業革命の大きな流れの中で、AM技術

を含む「モノづくりのデジタル化」は、コロナ禍を契機として、一気に加速しております。

AMは発展途中の技術ですが、装置を語るだけでなく、様々な技術と連動した新しいモノ

づくりプロセスへと進化しております。

日本AM協会は、国内外の3D関連企業と経済産業省様を始め関連研究機関を含む産学

官連携のもとで、「AMによる新たなモノづくりの変革」の創出支援を目指します。

主催（一社）日本AM協会 あいさつ

開催概要
主　　催 ： （一社）日本AM協会
共　　催 ： インターモールド振興会、ポートメッセなごやMICEコンソーシアム
会　　期 ： 2024年6月26日（水）～28日（金）3日間　10：00～17：00

会　　場 ： ポートメッセなごや
同時開催 ： インターモールド・金型展・金属プレス加工技術展名古屋

出展料金

Aタイプ ： 日本AM協会ブース Bタイプ : オリジナルブース（スペースのみ）出展料金表

その他の費用 プレゼンテーションについて

297,000円（税込） 一律660,000円（税込）/18㎡～36㎡

会員以外 選択不可

正会員／
賛助会員

日本ＡＭ協会エリアでの出展とし
て、1社1台の展示台と共有スペース
（商談・ストックなど）での出展
展示スペース ： 990mm×990mm

18平米～36平米までで出展者の必
要なスペースのみを提供。装飾、備
品などはついていません。各社ご自
身のデザインでの出展が可能です。

AM EXPO内にオープンスペースのセミ
ナーエリアを設けます。正会員企業には、1
社30分無料枠を提供しますので、会期中1
回はセミナーが開講できます。開講枠に空
きがあれば複数セッションの開講も可能。
賛助会員、会員外は有料で申し込み可。

一律825,000円（税込）/18㎡～36㎡
18平米～36平米までで出展者の必
要なスペースのみを提供。装飾、備
品などはついていません。各社ご自
身のデザインでの出展が可能です。

株式会社ABCDE

スペースのみ

ブースイメージ 18㎡～36㎡

18㎡～36㎡

スペースのみ

Bタイプ選択者 追加スペース ：110,000円（税込）/4平米

プレゼンテーション 1枠30分 ： 55,000円（税込）
※正会員特典：プレゼンテーション1枠30分無料提供。
　賛助会員、会員外は有料。

出展対象 来場対象
●自動車・自動車部品関連 ●半導体・電子機器関連
●家電・通信機器関連 ●食品・医療・バイオ関連
●商社関連 ●航空・宇宙関連 ●文具
●玩具 ●建設・建材 ●研究・教育
●公社・官公庁

●積層造形技術全般 ●造形機器 ●装置　
●技術(3Dプリンタ、3Dスキャナー、ラピッドプロトタイピング機器、
　　　ラピッドマニュファクチャリング機器)
●3Dデータソリューション ●造形受託サービス ●樹脂材料
●セラミック材料 ●金属材料 ●複合・機能性材料
●部品メーカー ●受託加工メーカー

AMの活用促進と、ものづくり分野で
ビジネスマッチングを。

AM EXPO レイアウトイメージ
※過去に開催したインターモールド展の様子です


